
山梨県小中学校体育連盟主催大会 合同チーム参加規程

山梨県小中学校体育連盟

１ 趣 旨

山梨県小中学校体育連盟の主催する大会への参加を認める合同チームは、あくまで
も少人数の運動部による単独チームで大会参加が出来ない場合の救済措置であり、
勝利至上主義のためのチーム編成であってはならない。

２ 参加を認める大会・競技種目

（１）山梨県小中学校体育連盟主催大会（教育内大会）
「県中学校総合体育大会」「県中学校選手権大会」「県中学校新人体育大会」

（２）競技種目と必要最低人数
合同チームを認める競技は、個人種目のない下記７競技とする。

・バスケットボール ５人 ・サッカー １１人 ・ハンドボール ７人
・軟式野球 ９人 ・バレーボール ６人 ・ソフトボール ９人
・ラグビー １２人

３ 参加の条件

（１）合同チーム（複数校）として、当該校の校長が認めたものであること。
（２）各校の学校教育計画に基づき運動部（顧問は校長・教員・部活動指導員）として位置

づけられており、計画的に日常の活動をしていること。
（３）合同チームの各校は、山梨県小中学校体育連盟に加盟していること。

４ 編成の条件

（１）合同チームのメンバーは、同一支部内における複数校であることを原則とする。
（２）合同チームは、部員数が競技人数を下回った学校同士の編成を原則とする。

但し、合同を組む学校のうち１校の部員数が競技人数を上回っている場合も編成を
認める。また、学校事情により競技人数を上回った場合でも合同チームを解消せず
に継続できることなど、柔軟に対応する。

（３）各支部が合同チームとして認定し、支部大会や県大会の出場を認めていること。
尚、合同チーム名は、校名連記とすること。

（４）合同チームを組む各校の監督・引率は、出場校の校長・教員・部活動指導員・適切で
あると校長が認めた外部指導者とする。但し、代表引率・監督は当該校の校長・教員
とする。部活動指導員・校長が適切であると承認した外部指導者は合同チームの代表
引率・監督になることはできない。

（５）代表者会議には、代表校の校長・教員・部活動指導員が出席すること。
（６）合同チームの申請については、合同チーム編成時に各支部長から、県小中学校体育連

盟事務局に教育内３大会毎（支部予選から県大会）の申込期日までに申請を済ませる
こと。申請書については別に定める。

５ その他

（１）合同チームに関する詳細（関東大会出場・各種大会のシード枠・ユニフォームの取り
扱い等）については、各専門部で定め、大会要項に明記する。その際、合同チームも
単独チームと同様に勝ち上がれることを明記する。

（２）合同チームの参加規定に問題が生じた場合は、県小中体連事務局と協議する。
尚、規程の見直しについては、理事会にて協議する。

（３）本規定以外に、他の必要事項がある場合、本連盟の常任理事会等で検討し、理事会の
承認を得て各競技大会要項に掲載する。

本規定は、平成１５年 ４月１日より施行し、平成１５年度県選手権大会から実施する。
平成１６年２月１０日 一部修正 平成２８年２月 ４日 一部修正
平成２２年６月 ３日 付記 平成２９年２月 ７日 一部修正
平成２３年２月 ３日 一部修正 平成３０年２月 ８日 一部修正
平成２５年６月 ６日 一部修正 平成３１年２月 ７日 一部修正
令和 ５年２月 ２日 一部改訂



合 同 チ ー ム 申 請 書

年 月 日

山梨県小中学校体育連盟会長 殿

山梨県小中学校体育連盟 支部

支部長 印

貴連盟大会に合同チームとして、参加したいので下記のとおり申請いたします。

大会名

総合体育大会 ・ 選手権大会 ・ 新人体育大会

＊〇で囲むこと

記

１ 種 目

２ 学 校 名 中学校 中学校

（ 名 ） （ 名 ）

校 長 名

所 在 地

電 話

Ｆ Ａ Ｘ

３ 監 督 名

４ 外部指導者

５ 代表校校長

６ 代表校教員

※３校で合同チームを編成する場合は、記載欄を増やして使用すること。


